
 

 

 

埼玉県農業技術研究センタ ー 

自動販売機設置事業者募集要項 

 

埼玉県では、 県有施設に飲料水等自動販売機（ 以下「 自動販売機」 と いう 。） を設置

する 事業者を募集し 、 総合的評価方式によ って設置予定事業者を決定し 、 当該事業者

と 県有財産賃貸借契約を締結し ま す。  

自動販売機設置事業者の募集に参加を希望さ れる 方は、 本募集要項及び仕様書をよ

く 御確認いただき 、 内容を御承知の上御参加く ださ い。  

 

１  目的 
県有財産の有効活用を図り 、 県の自主財源の確保及び設置事業者選定手続の公平

性や透明性を高める 。  

 

２  応募資格要件 
「 令和６ ・ ７ 年度埼玉県飲料水等自動販売機設置事業者登録名簿」 又は「 令和

７ ・ ８ 年度埼玉県飲料水等自動販売機設置事業者登録名簿」 に応募者が登載さ れて

いる こ と 。  
 

  

（ 参考） 名簿登載申請の資格要件 

  次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り 参加する こ と ができ る 。  

（ １ ） 暴力団員によ る 不当な行為の防止等に関する 法律（ 平成３ 年５ 月１ ５ 日） 第３ ２ 条第１ 項各号に

掲げる も のでないこ と 。  

（ ２ ） 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する 法律（ 平成１ １ 年法律第１ ４ ７ 号） に基づく 処

分の対象と なっている 団体及びその構成員でないこ と 。  

（ ３ ） 法人にあっては埼玉県内に本店、 支店又は営業所を有し 、 個人にあっては埼玉県内で事業を営ん

でいる こ と 。  

（ ４ ） 自動販売機の設置業務において、 管理・ 運営する 3 年以上の実績を有し ている こ と 。  

（ ５ ） 国、 地方公共団体又はその他法人と の種類及び規模をほぼ同じ く する 契約等を、 過去２ 年度の間

に２ 回（ ２ か所） 以上全て誠実に履行し ている こ と 。  

（ ６ ） 県税を滞納し ていないこ と 。  

（ ７ ） 地方自治法施行令（ 昭和２ ２ 年政令第１ ６ 号） 第１ ６ ７ 条の４ の規定に該当し ない者である こ と

及び埼玉県財務規則（ 昭和３ ９ 年埼玉県規則第１ ８ 号） 第９ １ 条の規定によ り 埼玉県の一般競争入

札に参加さ せないこ と と さ れた者でないこ と 。   

（ ８ ） 会社更生法（ 平成１ ４ 年法律第１ ５ ４ 号） に基づき 更生手続開始の申立てをし ていない者である

こ と 及び民事再生法（ 平成１ １ 年法律第２ ２ ５ 号） に基づき 再生手続開始の申立てをし ていない者

である こ と 。  



 

 

３  募集事項等 
（ １ ） 自動販売機を設置する ための県有財産の賃貸借 

 

（ ２ ） 貸付場所及び面積( 設置台数)  

 

物件番号 財産名称 所 在 地 貸付箇所 貸付面積 台数 

１  
農業技術研

究センタ ー 
熊谷市須賀広７ ８ ４  

本館西側出入

口（ 屋外）  

（ 配置図）  

1. 90mx1. 10m 

2. 09 ㎡ 
１ 台 

※ 貸付面積には放熱余地・ 回収ボッ ク ス 設置部分を 含む。  

※ 管理上・ 美観上等の都合によ り 、 自動販売機の周囲に壁等を設置する こ と がある 。  

 

（ ３ ） 貸付期間 

令和７ 年４ 月１ 日から 令和１ ２ 年３ 月３ １ 日ま で( 更新なし ) 。  

本公募要項において設置が決定し ・ 契約し た事業者は、 埼玉県と 協議の上、 原

則と し て令和７ 年４ 月１ 日（ 火） から 令和７ 年４ 月１ ０ 日（ 木）（ 土曜日、 日曜日

を除く ） ま での間に自動販売機を設置する 。  

 

（ ４ ） 貸付条件等 

 別添仕様書によ る 。  

 

（ ５ ） 募集する 事業者は、（ ２ ） の物件番号（ 貸付箇所） を選定する 。  

 

（ ６ ） 注意事項 

ア 参考データ  

 自動販売機の設置済み場所の年間売上本数 

 

  
物件

番号 

設置場所 種  別 
昨年度売上本数 

（ R5. 4～R6. 3）  

直近の売上本数 

（ R6. 4～R6. 9）  
特記事項 

１  
農業技術研究セ 

ンタ ー 

飲料水 

（ 缶・ ペッ ト ボ 

ト ル）  

６ , ０ ９ ０ 本 ３ , ９ ６ ７ 本  

 

４  応募手続 
（ １ ） 設置事業者登録名簿への登載（ 参加資格審査）  

こ の募集に参加を希望する 者は、 県管財課が作成し ている 「 令和６ ・ ７ 年度埼

玉県飲料水等自動販売機設置事業者登録名簿」 又は「 令和７ ・ ８ 年度埼玉県飲料

水等自動販売機設置事業者登録名簿」 に登載さ れている 必要がある こ と 。  

 

（ ２ ） 参加申込み 

参加を希望する 者は、 参加申込書等（ ウ に掲げる 書類） を提出し なければなら



 

 

ない。 なお、 提出さ れた書類は返却し ない。  

 

ア 提出期間 

持参の場合：  令和７ 年１ 月２ ０ 日（ 月） から １ 月２ ４ 日（ 金） ま での 

午前９ 時から 午後５ 時ま での間（ ただし 、 土曜日、 日曜日、 国民

の祝日及び正午から 午後１ 時ま での間を除く 。）  

郵送の場合：  令和７ 年１ 月２ ０ 日（ 月） から １ 月２ ４ 日（ 金） ま で（ 最終日

の消印有効と する 。）  

 

イ  提出場所 

農業技術研究センタ ー 熊谷市須賀広７ ８ ４  

総務担当 

電話： ０ ４ ８ －５ ３ ６ －０ ３ １ １  

 

ウ  提出書類 

 提出書類 提出部数 

① 参加申込書（ 様式第１ 号）  １ 部 

② 賃貸借料提案書（ 様式第２ 号）  １ 部 

③ 自動販売機設置に係る 提案書（ 様式第３ 号）  
同一機種ごと に１ 部 

④ 設置する 自動販売機のカタ ロ グ 

⑤ 自動販売機設置事業者登録書（ 写）  １ 部 

 

注１  賃貸借料提案書（ 様式第２ 号） は、 封筒に入れた後、 封筒の継目部分

に割印ま たは署名し 、 提出のこ と 。  

注２  設置する 自動販売機が特定でき る よ う カタ ロ グに明記し ておく こ と 。   

 

（ ３ ） 提出方法 

 提出期間内に、 持参又は郵送によ り 提出する こ と 。  

 郵送の場合、 封筒に「 自動販売機参加申込書」 と 朱書き し 、 必ず書留郵便で提

出する こ と 。 なお、 郵送に係る 事故によ り 、 参加申し 込みが出来なかった場合で

も 、 県は責任を負わない。  

 

（ ４ ） 賃貸借料提案書（ 様式第２ 号） に記載する 金額 

 記載する 金額は、 年額と する 。  

 設置予定事業者決定に当たっては、 賃貸借料提案書（ 様式第２ 号） に記載さ れ

た金額に当該金額の１ ０ ０ 分の１ ０ に相当する 額を加算し た金額（ 当該金額に１

円未満の端数がある 時は、 その端数金額を切り 捨てる も のと する 。） をも って賃貸

借金額と する ので、 応募者は、 消費税及び地方消費税に係る 課税事業者である か

免税事業者である かを問わず、 見積も った契約金額の１ １ ０ 分の１ ０ ０ に相当す

る 金額を記載する こ と 。  

 



 

 

５  提出書類に関する 説明 

 選定事務の担当者から 当該書類に関し 説明を求めら れた場合は、参加者の負担にお

いて説明をし なければなら ない。  

 

６  設置予定事業者の決定方法等 
（ １ ） 設置予定事業者の決定方法 

次に掲げる 各要件のいずれにも 該当する 応募者のう ち、内容点及び価格点の合計

点数（ 以下、「 総得点」 と いう 。） の最も 高い者を設置予定事業者と する 。  

ア 賃貸借料提案書（ 様式第２ 号） に記載さ れた金額が、 埼玉県財務規則（ 昭和

３ ９ 年規則第１ ８ 号） 第１ ０ ３ 条の規定に基づいて定めら れた予定価格に１ １

０ 分の１ ０ ０ を乗じ て得た額以上の価格である こ と 。  

イ  自動販売機設置に係る 提案書（ 様式第３ 号）（ 以下「 提案書」 と いう 。） の各

提案内容が、 すべて記載さ れている こ と 。  

 なお、 該当なし の場合はその旨を記載のこ と 。  

 

（ ２ ） 具体的選定方法 

 設置予定事業者は、「 総得点」 の最も 高い者と する 。  

 

（ ３ ） 総得点の算定方法 

     総得点 ＝ 内容点 ＋ 価格点 

  【 評価項目及び評価点】  

内 

容 

点 

評価項目 評価の視点 配点 

１  社会貢献度 

県事業への人的支援、 寄附（ 物品の提供

や県設置基金への寄附を含む。）、 協定に

基づく 協力体制など 

２ ０ 点 

２  
自動販売機 

機能、 提案 

環境配慮・ リ サイ ク ル啓発の提案、リ サイ

ク ル率を高める ための提案など 

電子マネー対応、 災害時に飲料提供が可

能な防災対策機能など の附加機能 

１ ０ 点 

３  商品内容 

県産品の取扱い、 環境配慮を 考慮し た商

品構成提案（ リ サイ ク ル 100%ペッ ト ボト

ル、 ペッ ト ボト ル飲料の構成比率など）  

１ ０ 点 

小計点 ４ ０ 点 

価
格
点 

提案価格 提案賃貸借料に基づき 算定 ６ ０ 点 

総得点 １ ０ ０ 点 



 

 

※ 内容点及び価格点の算出に当たっては、 小数点第１ 位ま でを有効と し 、 小数点

第２ 位で四捨五入する 。  

※ 総得点の最も 高い者が２ 者以上ある と き は、内容点の高い者を設置予定事業者

と する 。 ま た、 総得点の最も 高い２ 者以上の者の内容点が同点の場合は、 内容点

が同点の者のく じ 引き で設置予定事業者を決定する 。  

 

（ ４ ） 審査の方法 

 本件に係る 落札者を決定する に当たり 、 提案書等を公正に審査し 、 設置予定事業

者の優先順位を審議する ため、「 飲料水等自動販売機設置事業者選定委員会」 を設

置する 。  

 

（ ５ ） 設置予定事業者の決定時期 

 選定は、 令和７ 年２ 月上旬に行う 予定である 。  

 

（ ６ ） 選定結果の通知 

 令和７ 年２ 月１ ０ 日（ 月） 以降、 選定さ れた者に対し ては選定さ れた旨を、 選定

さ れなかっ た者に対し ては選定さ れなかっ た旨を、 それぞれ書面によ り 通知する 。 

（ ７ ） 設置予定事業者決定の例外 

 設置予定事業者の決定時期において応募資格を 満たし ていない者は、 設置予定 

事業者と し ない。  

 ま た、 総得点の最も 高い者を設置予定事業者と する こ と が、 公正な取引の秩序を

乱すおそれがあり 、 著し く 不適当と 認めら れる 場合は、 その者から 、 事情を聴取の

上、 合理的な理由がないと 認めら れる と き は、 その者を設置予定事業者と せず、 次

点の者を設置予定事業者と する 。  

 

（ ８ ） 設置予定事業者等の公表について 

 設置予定事業者を決定し たと き は、次の事項について本事務所のホームページに

掲載する も のと する 。  

・ 公募自動販売機数 

・ 公募参加者数 

・ 設置事業者決定日 

・ 各設置事業者名 

・ 各設置事業者の総合評価得点（ 総得点）  

 

７  無効な応募等 
（ １ ） 次のいずれかに該当する 応募は無効と する 。  

ア 不正行為によ る 応募 

イ  賃貸借料提案書の金額、 氏名又は重要な文字が誤脱し 、 又は不明確なと き  

ウ  賃貸借料提案書の記名、 封筒への割印ま たは署名を欠く も の及び金額を訂正

し たも の 



 

 

エ 参加申込書（ 添付書類を含む。） に虚偽の記載を行ったも の 

オ その他募集に関する 規定等に違反し た応募 

 

（ ２ ） その他 

ア 提出し た提出書類は、 提出期限を過ぎた後は、 書き 換え、 引き 換え又は撤回

をする こ と はでき ない。 ただし 、 県から 補正を求めら れた場合は、 こ の限り で

ない。  

イ   設置予定事業者を公正に選定でき ないなど、 特別な事情がある と 認める と き

は、 選定時期を延期し 、 又は取り 止める こ と がある 。  

 

８  契約 
（ １ ） 別添契約書のと おり と する 。  

 

（ ２ ） 設置予定事業者は令和７ 年２ 月２ １ 日（ 金） ま でに、 契約書に記名押印のう え

県に提出し 、 県と 県有財産賃貸借契約を締結する 。  

 なお、 貸付が土地の場合は、 契約金額によ っては印紙を貼付する こ と になる

が、 印紙代は設置予定事業者の負担と する 。  

 

（ ３ ） 埼玉県財務規則（ 昭和３ ９ 年規則第１ ８ 号） 第８ １ 条の規定に基づいて契約保

証金を徴収する 場合がある 。  

          

９  設置予定事業者の決定取消し 等 
（ １ ） 次のいずれかに該当する 場合は、 設置予定事業者と し ての決定を取り 消すも の

と する 。  

ア ８ （ ２ ） に示す期日ま でに、 契約書が提出さ れなかったと き  

イ  応募の提案内容に虚偽の報告があったと き  

ウ  設置予定事業者が応募者の資格を失ったと き  

エ 著し く 社会的信用を損なう 行為等によ り 、 設置事業者と し て相応し く ないと

本県が判断し たと き  

 

（ ２ ）（ １ ） によ り 、 設置予定事業者の決定を取り 消し たと き 及び設置予定事業者が契

約を締結し ないと き は、 設置予定事業者選定委員会の審査において次点の者と 随

意契約交渉を行う （ 予定価格以上の者）。  

 

１ ０  質問方法 
  自動販売機設置事業者募集要項等に対する 質問方法等は、 次によ る 。  

（ １ ） 質問の方法 

 質問は、令和７ 年１ 月６ 日（ 月） から 令和７ 年１ 月１ ０ 日（ 金） 午後５ 時ま でに、

質問書（ 様式第４ 号） の様式を使用し 、 原則と し て電子メ ール（ 又はＦ Ａ Ｘ ） によ

り 、 下記１ ２ に示すメ ールアド レ ス 宛に提出する 。  

 質問は必要最小限と する こ と 。  

 ま た、 受付期間以外の質問及び指定する 様式や方法によ ら ない質問は、 一切受け

付けない。 ただし 、 入札手続など事務手続に関する 質問はこ の限り ではない。  

 

 



 

 

（ ２ ） 質問への回答 

 原則と し て、 質問者に対し 電子メ ールで個別に回答する 。 ま た、 各設置事業者に

共通する 質問事項及び回答は、 と り ま と めて令和７ 年１ 月１ ７ 日（ 金） ま でに本事

務所のホームページに掲載する 。  

 

１ １  その他 

（ １ ） 本書に定めがない事項は、 地方自治法（ 昭和２ ２ 年法律第６ ７ 号）、 地方自治法

施行令（ 昭和２ ２ 年政令第１ ６ 号）、 及び埼玉県財務規則（ 昭和３ ９ 年埼玉県規則

第１ ８ 号） の定める と こ ろによ る 。  

 

（ ２ ） 本書を入手し た者は、 当該募集手続以外の目的で本書を使用し てはなら ない。  

 

（ ３ ） 申請書に虚偽の記載をし た場合は、 指名停止措置並びに現に受けている 行政財産

使用許可の取消及び県有財産賃貸借契約等の解除を行う こ と がある 。  

 

（ ４ ） 自動販売機設置に係る 契約書等の文書は、 埼玉県情報公開条例（ 平成１ ２ 年１ ２

月２ ６ 日条例第７ ７ 号）に基づく 情報公開請求等によ り 第三者へ公開する 場合があ

る 。  

 
１ ２  問い合わせ先 

 

熊谷市須賀広７ ８ ４  

埼玉県農業技術研究センタ ー 総務担当（ 荒井）  

 

Ｔ Ｅ Ｌ  ： ０ ４ ８ －５ ３ ６ －０ ３ １ １  

Ｆ Ａ Ｘ  ： ０ ４ ８ －５ ３ ６ －０ ３ １ ５  

Ｅ -mai l  ： k360311@pref . sai t ama. l g. j p 

mailto:k360311@pref.saitama.lg.jp

